
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 資料   



1. クリーニングについて  

保田時男（関西大学）  

 

1.1 クリーニングの方法  

 NFRJ-08Panel は比較的複雑な調査内容なので、時点間の回答に細かい矛盾が生

じやすい。また、パネル調査では、ある時点で修正した内容が、後の wave のデー

タが入った後に確認すると不適切である可能性もある。そのため、データクリーニ

ングの実施にあたっては、 Fellegi  and Holt（ 1976）の基本原則に立ち返って慎重

に取り進めた。この種のクリーニング実践の完了報告は事例が少ないので、ここで

は NFRJ-08Panel のクリーニング手続きとその結果について、やや詳しく報告する。

なお、クリーニングの途中経過や方法論の考察については、これまでにも部分的に

報告している（保田  2010、 2011、 2012）。  

 wave1 のデータは NFRJ08 の部分サンプルなので、プロジェクト開始時にすでに

データが固まっていた。本プロジェクトでのクリーニング作業は、基本的に wave2

以降に対するものである 1 )。 wave2 以降は、新しいデータが入るたびに毎年クリー

ニング作業を行った。最初にクリーニング方法の試行錯誤を行ったことを除けば、

各時点でおよそ以下の 4 段階の手続きを繰り返したことになる。  

 

  ①調査会社での修正  

  ②実行委員会での一括修正  

  ③研究会メンバーで分担してのケースごとの修正  

  ④実行委員会での統合  

 

①調査会社での修正  

 調査会社には限定的なクリーニングを行なうことを依頼した。パネル調査では、

後で入手されたデータによって先のクリーニングが覆されることも多いので、初期

データの保存が重要になる。矛盾があってもよいのでなるべく調査票原票の回答を

残すように依頼した。具体的には、wave2 ではまったくクリーニングを行なわない

（データ入力のみしかしない）ように依頼した。その上で、wave3 以降では、後に

問題になる可能性がない部分についてのみクリーニングを行うよう依頼した。修正

を許したのは、以下の点のみである（実際には、個別質問項目を明記した指示書を

作成した）。  

 

・スクリーニング質問とそれに続くサブ設問の組み合わせにおいて、疑問の余地のないケ

ースのみ無回答・非該当のコードを統一する。  

・複数回答の質問でいずれにも○がない場合は無回答コードをあてる。  

・無回答のうち、他の質問の回答から明らかに補填できるものは補填する（配偶者収入の

無回答を、婚姻状態への回答から「配偶者はいない」という回答で補填するなど）。  
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 以上のように、クリーニングというよりは、ほとんどデータフォーマットの形式

を指定したようなもので、この時点でのデータは限りなく調査票原票のままに近い。

かつ、これらの修正を行なう前の段階のデータも参考のために納品を受けた。また、

原票そのものも実行委員会で保管し、wave5 までの実査が完了した後に画像データ

として電子化した。  

 

②実行委員会での一括修正  

 次に、実行委員会のクリーニング担当者が以下の点について一括修正を行なった。

これらの点は、修正ケース数が多く 1 ケースずつ確認すると手間がかかるもので、

かつ集計表を見る限り、修正に疑問の余地がなかったものである。なお、wave2 の

時点ではどこまで一括修正が可能か判断が付かなかったため、これらの一括修正は

wave3 以降で適用した。  

 

・生年月の回答は正しいが、年齢の回答を間違えている場合には、誤答とみなして年齢を

計算値に置き換える（生年月に続く質問で年齢を尋ねていたので、誤って生年月日の「日」

を記入しているケースが比較的多く見られた）。  
・調査票冒頭付近の「去年のイベント」と「今年のイベント」について、両方のどこにも

○がない場合のみを「無回答」のままとし、一方のどこかに○が 1 つでもある場合には、

もう一方の無回答は「あてはまるものはない」という回答で補填する。  
・世帯員数を 1 人と回答していて、世帯構成が無回答の場合には「あなた自身」のみに○

を付けるように補填する（世帯員数も無回答の場合には、無回答のままになる）。  
・親の生死（実際の質問項目では健康状態の選択肢の中に死亡がある）が無回答で、前の

wave までのデータですでに亡くなっている場合には、「亡くなっている」という回答を

補填する。  
・ wave 間の子どもの年齢が本来あるべき加齢からずれているが、そのずれが比較的小さ

く（±2 歳以下の誤り）、子ども関係の他の矛盾がない場合、もっとも修正量が少なくて

済むような年齢の調整を一括修正で行った（この修正は wave5 までの回答が出そろって

から行った）。  

 

③研究会メンバーで分担してのケースごとの修正  

 これらの全体的な修正を施した上で、ケースごとに矛盾点、および誤答が疑われ

る箇所を洗い出し、 1 ケースずつの修正作業を行った。この段階が、クリーニング

手続きの中心である。  

 データクリーニングの基本的な原則を示した Fellegi  and Holt（ 1976）によれば、

クリーニングの手続きは修正の必要な箇所を検出する editing の段階と適切な数値

を推定して置き換える imputation の段階にわかれる。editing を行うには、異常な

値の範囲や組み合わせ（ edit ルール）を明確に論理式で表さなければならない。ま

た、データの修正はそれぞれの点検個所ごとに考慮するのではなく、全 edit ルール

の 適 用 結 果 を 見 て 、 ケ ー ス 単 位 で 適 切 な 修 正 を 考 慮 し な け れ ば な ら な い 。

NFRJ-08Panel のクリーニングは、この原則になるべく忠実に依拠しながら実践的

なアレンジを加えた方法を用いた。  

 具体的には、まず矛盾点や誤答が疑われる箇所がないかどうか判定する edit ルー
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ルをなるべく多くの側面について作成し、 SPSS のシンタックスでプログラミング

した。各変数について、許容されない範囲の値が記入されている場合や、変数間で

許容されない組み合わせの値を取っている論理エラーの場合、その edit ルールに違

反しているフラグが立つ。これにより、それぞれのケースが edit ルールに引っかか

らなかったかどうか、引っかかった場合にはどのルールに引っかかったかがリスト

アップされる。  

 次にそれぞれのケースについて、どの edit ルールに違反しているのか全体を俯瞰

しながら必要な修正（ imputation）を模索する。ここで用意した edit ルールの中に

は、必ずしも論理エラーではなく、「誤答の可能性が高い」という警告的なものも含

めたので、修正の必要がないという判断もありえる。この段階の作業は研究会メン

バー全体（ 30 名前後）で分担して行った。修正の判断はケースごとに行うので、 1

～ 30 ケース目まで担当というような分担方法を取った。分担者は、各ケースの修正

内容を考え、マニュアルに従って Excel のツール（図 1）で SPSS シンタックスに

よる修正プログラム（マクロを利用した imp コマンド）を生成した。また、後の

wave のデータが追加された際に初期データに戻って修正を考え直すことができる

ように、修正の内容は、過去の修正にさかのぼって確認できるケースごとの一覧表

にまとめた。  

 

 

図 1 分担クリーニングのツール  

 

 なお、修正方法について事前に厳密な統一規則を設けることはせず、基本的にケ
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ースごとの判断を尊重したが、結果として研究者間で判断が分かれることはあまり

多くなかった。分担作業のマニュアルでは、次のように指針を示している。  

 

【修正内容の判断基準について】  
 修正内容の判断に絶対の基準はありませんが、およそ以下のようにお考えください。  
・修正内容は、ケースの情報全体からケースごとに判断してください。  
・他のケースで同じ問題が起こっていても、必ずしも修正内容を同じにする必要はありま

せん（周辺の条件が異なるので、判断は多様になりうる）。  
・可能な修正方法が複数ある場合、どれが正しいか判断に迷いますが、次のような材料か

ら蓋然性が高いと思われるものを選択してください。  
＃ wave1,5 は留置、wave2～ 4 は郵送なので、基本的に wave1,5 の方が信憑性は高

い。  
＃以前の wave のデータはすでに誤った修正が施されている可能性もある。  
（「クリーニング履歴全体」シートにこれまでの経過が記録されています）  
＃一部の事柄は事前に一括して修正処理がなされている。  
＃修正を加える箇所が少なくて済む判断が普通は適切なことが多い。  

・いずれの修正方法についても十分に蓋然性が高くないと感じる場合には、関係する変数

を「無回答（ 9999）」にすることで問題を解消してください。ただし、可能な限り情報

を生かして、簡単には「無回答」と判断しないでください。  
・とくに困った事態や全体で方針を決めた方がよい事態が生じた場合には、作業の途中で

もメーリングリストで報告・相談してください。研究会メンバーで情報を共有します。

 

④実行委員会での統合  

 分担作業を終えた後に、実行委員会でその結果を確認・統合し、さらに必要な再

修正を加えた。必要な再修正とは、分担作業での判断の明らかな間違い、記入ミス、

修正漏れ、修正により他所で発生した矛盾への対応、分担者が判断できずに保留し

た事項の補填などである。また、当初考えが及んでいなかった要点検個所が分担作

業の中で発見され、それに追加で対応することや、事後的な協議により修正方針を

統一するようなこともあった。  

 細かくは以下のような手順を取った。修正済みのデータに対してもう一度 edit ル

ールを適用する確認を行っているので、少なくとも認識されている点検個所につい

ては問題が残っていないという確信をもってクリーニングを完了できている。  

 

（ 1）各ケースの imp コマンドに ID の間違いがないか確認（ Excel 関数で）。  
（ 2）各ケースの imp コマンドにエラーがあれば修正。  
（ 3）各ケースの imp コマンドを実行し、データを修正。  
（ 4）修正済みのデータに対して edit ルールを適用。  
（ 5）その結果を整理シートに転記。  
（ 6）分担者の説明と（ 5）を見て、各ケースの再修正・協議の必要を検討。  
（ 7）再修正（一括対応を含む）の imp コマンドを作成し、（ 1）（ 2）と同様の確認  
（ 8）再修正（一括対応を含む）の imp コマンドを実行。  
（ 9）致命的なエラーがなくなるまで、修正と edit ルールの適用を繰り返す。  
（ 10）正式なデータフォーマットへの変換  

 

 なお、wave5 の完了後の最終のクリーニング作業では、全データがそろうまで保

留していた点検事項などに対応するために、実行委員会と一部の研究会メンバーで

3 日間集中的に作業にあたった。また、最終的なデータの品質を高めるために、
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wave4 までの調査で回答に解釈しがたい疑問があったケースについては、一部、

wave5 の訪問に研究会メンバーが出向き確認にあたった。  

 なお、パネル調査データは回答者をケース単位とする Wide データと、各 wave

をケース単位とする Long データに整理できるが、クリーニング作業は Wide デー

タで行い、クリーニング完了後に実行委員会の担当者が Long データへの変換を行

うことにした。新しい wave のデータが追加された際も、Wide データに戻ってクリ

ーニングを行い、Long データは常に最新の Wide データから変換する方式を取るよ

うに一元化した。  

 

1.2 クリーニングの経過  

 クリーニング作業とそれに伴うデータの更新履歴は、以下のとおりである。各

wave における一連のクリーニング作業の完了は、実査完了の半年～ 9 か月後であっ

た。それぞれの wave 後のクリーニングで相当なケース数のデータが修正されてい

るが、大部分は無回答の補填など、非常に単純な水準のものであり、回収時点での

データが大量の修正を要する質の低いデータであったということではない。点検は

細部にわたり edit ルールの個数は最終的には 4,419 個に及んでいる。 それでも

wave5 のクリーニング時に半数以上のケースは修正が不要であった。このことは、

むしろ回収時点でのデータの品質が十分に高かったことを示しているだろう。  

 

初期のクリーニング方法の検討  

2010.3.16 委員会（日本女子大）で、クリーニングの基本方針を相談  
2010.3.16 研究会（日本女子大）で、他の調査のクリーニング方法を紹介  
2010.4.24 有志の会合（家計研）で、原票の閲覧  
2010.6.9  中調から wave2 最終データの納品（クリーニング前データも納品）  
2010.6.26 仮データ、クリーニング作業要領を全メンバーに配布  
2010.7.25 各メンバーからクリーニング結果を田中に第一次報告  
2010.8.5  委員会（東洋大）でクリーニング法の調整、個別ケースについて協議（ 1）
2010.8.20 委員会（東洋大）でクリーニング法の調整、個別ケースについて協議（ 2）
2010.8.30 クリーニング済みデータをフォーマット構築担当に引き渡し  
2010.9.13 研究会でメンバーにデータを配布  

 

wave1～ 2 のデータ  

2010.4.24 nfr j -08p_wave1-2_v000.sav  
  wave1（ NFRJ08v3）と wave2（納品データ）をマージ  
2010.5.14 nfr j -08p_wave1-2_v001.sav  
  wave1 の変数名間違いを修正（ v3.1 相当）  
2010.6.20 nfr j -08p_wave1-2_v002.sav  
  wave2 を最終納品データに差し替え  
2010.6.21 nfr j -08p_wave1-2_v003.sav  
  単純な無回答と非該当のコードミスを修正（ p1_r7s5,  p1_r9s4_a）  
2010.7.27 nfr j -08p_wave1-2_v004.sav  
  wave1 の DID の間違いを修正  
2010.8.17 nfr j -08p_wave1-2_v005.sav  
  分担クリーニングの反映  
2010.8.30 nfr j -08p_wave1-2_v006.sav  
  分担クリーニングの検討、再修正の反映  
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2010.9.13 nfr j -08p_wave1-2_v010.sav  
  フォーマット整備、新婚票の反映  
（※分担クリーニングでの修正： 681 ケース、委員会修正： 436 ケース）  
 
wave1～ 3 のデータ  

2011.6.7  nfr j -08p_wave1-3_v011.sav  
  wave1-2 に wave3 データ（納品データ）をマージ  
2011.7.27 nfr j -08p_wave1-3_v012.sav  
  遅れて届いた票のデータを追加  
2011.8.8  nfr j -08p_wave1-3_v013.sav  
  ラベルの間違いを修正  
2011.8.10 nfr j -08p_wave1-3_v014.sav  
  新婚票データの追加  
2011.8.12 nfr j -08p_wave1-3_v015.sav  
  事前の一括修正を適用、ラベルの修正  
2011.10.27 nfr j -08p_wave1-3_v016.sav  
  分担クリーニングの反映、ラベルの修正  
2011.11.13 nfr j -08p_wave1-3_v017.sav  
  分担クリーニングの検討、再修正の反映、ラベルの修正  
2011.11.13 nfr j -08p_wave1-3_v020.sav  
  ver.1 .7 のまま配布版（ ver.2.0）を確定  
（※分担クリーニングでの修正： 352 ケース、委員会修正： 322 ケース［事前修正除く］）

 
wave1～ 4 のデータ  

2012.5.3  nfr j -08p_wave1-4_v021.sav  
  wave1-3 に wave4 データ（納品データ）をマージ  
2012.5.20 nfr j -08p_wave1-4_v022.sav  
  事前の一括修正を適用  
2012.8.1  nfr j -08p_wave1-4_v023.sav  
  新婚票、遅れて届いた票のデータを追加  
2012.8.1  nfr j -08p_wave1-4_v024.sav  
  分担クリーニングの反映、ラベルの修正  
2013.1.29 nfr j -08p_wave1-4_v025.sav  
  分担クリーニングの検討、再修正の反映  
2013.1.30 nfr j -08p_wave1-4_v030.sav  
  ver.2 .5 のまま配布版（ ver.3.0）を確定  
（※分担クリーニングでの修正： 304 ケース、委員会修正： 225 ケース［事前修正除く］）

 
wave1～ 5 のデータ  

2013.6.21 nfr j -08p_wave1-5_v031.sav  
  wave1-4 に wave5 データ（納品データ）をマージ  
2013.6.21 nfr j -08p_wave1-5_v032.sav  
  事前の一括修正を適用（ w4 までと同様の内容）  
2013.7.9  nfr j -08p_wave1-5_v033.sav  
  事前の一括修正を適用（ wave 間の軽微な年齢のずれを自動修正）  
2013.12.29 nfr j -08p_wave1-5_v035.sav  
  分担クリーニングおよび実行委員会でのクリーニング合宿の反映  
2013.12.29 nfr j -08p_wave1-5_v036.sav  
  子ども・きょうだいの死亡への対応、イベント変数の合成  
2013.12.30 nfr j -08p_wave1-5_v037.sav  
  追加修正、新婚票データの追加、 w5 の DID を追加、ラベルの修正  
2013.12.31 nfr j -08p_wave1-5_v038.sav  
  非該当コードの分割、 wave 間のコード統合  
2014.1.13 nfr j -08p_wave1-5_v039.sav  
  事後的に判明した無効票ケースの修正  
2014.1.14 nfr j -08p_wave1-5_v040.sav  
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  ver.3 .9 のまま配布版（ ver.4.0）を確定  
（※分担クリーニングおよび委員会での修正（区別不能）： 844 ケース［事前修正除く］）

 

1.3 修正方針の細目  

 すでに述べたとおり、クリーニングにあたって事前に統一の修正方針は設けてい

なかったが、統一が必要な点については実行委員会で協議を行い、wave4 のクリー

ニング時点では次のようなルールを設けた。  

 
・うつ尺度の回答がすべて同じ（通常、逆転すべき項目も含めて）。  
 →決定：修正を行わずに、分析者に任す。  
・離死別者が「現在も過去も特定の交際相手はいない」と回答している。  
 →決定：修正を行わずに、分析者に任す。  
・引っ越しイベントと調査会社への転居届けが整合しない。  
 →決定：絶対的な関係はないのでそのまま。修正を行わずに、分析者に任す。  
・ wave1 のきょうだい数に無回答が多い。  
 →決定： wave5 でもう一度きょうだい数を取り直してから対応する。それまでは、きょ

うだいに関する修正はしない。  
・ wave1 で、兄弟姉妹の人数の記入と、個別のきょうだいの性・年齢構成の間で矛盾が生

じている。  
 →決定：同上。  
・対象者以外が回答しているように見える。  
 →決定：代筆に対する判断は実行委員会で行う。  

［※実際になされた判断は以下のとおり］  
 代筆の可能性は、回答に矛盾が目立つケースについてのみ原票の筆跡等から検討した

（慎重に回答された場合は、代筆を感知できない）。対象者の子ども、きょうだいなど、

配偶者以外による代筆は無効票とみなしている。一方、配偶者による代筆の場合は有効

票として残している。配偶者が本来の対象者の立場でなりすまして回答していれば、客

観的事実のみをデータとして残し、主観的項目は無回答とした。配偶者が自分の立場で

回答していれば、夫婦の立場を入れ替えて客観的事実を再構成した。代筆以外で無効票

とみなしたのは、調査票全体に矛盾が多すぎて信用できる情報が読み取れない場合であ

る。 wave2～ 5 の無効票はそれぞれ、 4、 4、 3、 3 票である。  
・ wave1 で無職、 wave2 で有職だが、「新しい勤め先に就いた」と回答していない。  
 →決定：個別に検討する。新しい勤め先に就いた、と考えられる場合にはそのように修

正。w1 から仕事に就いていた（家族従業が省略されていたときなど）と考えられる場合

は、w1 を有職にする。短期の仕事をたまにしていた場合など、新しい勤め先に就いたと

いう感覚がそぐわない場合もあるので、修正せずにそのままにすることも許容する。  
・複数回答（ MA）で「あてはまるものなし」も含めていずれにも○がない。  
 →決定： 08 の方針では全変数 0 だが、 edit ルールの適用が非常に行いにくくなるので、

決め手がない場合は、全変数を無回答 9999 にする。  
［以下、それぞれの MA 変数について］  
・ w2 問 5、 6（イベント）  
 →決定：問 5、 6 の両方をひとまとまりと考え、両問を通してどこにも○がない場合

は、全変数を無回答 9999 にする。問 5 か 6 の一方のみどこかに○があれば、他方は

何もなかったものとみなして「あてはまるものはない」に。基本的に以上のように一

括処理するが、個別の検討で変更の余地はある。  
・子どもの子ども（孫）  
 →決定：まず孫がいなさそうな場合は「いない」にする（前の wave で孫がいた記録

がなく、かつ「未婚」か「 18 歳未満」か「回答者と同居していて世帯員に孫がいな

い」場合）。そのような決め手がない場合は全変数を無回答 9999 に。基本的に以上の

ように一括処理するが、個別の検討で変更の余地はある。  
・ wave1 の結婚をきっかけとした仕事の変化  
 →決定：初職の個所で「働いたことがない」とある場合のみ、「仕事はしてなかった」

に。それ以外の場合は、全変数を無回答 9999 に。  
・ wave1 の問 17 サポートネットワーク  
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 →決定：ア～エの各項目について、○がない項目は全変数を無回答 9999 に一括処理。

・子どもの年齢が wave 間でずれている。  
 →決定： wave5 終了時にまじめに考える。それまでの間にとりあえず修正したり、無回

答を埋めたりしてもかまわない（していなくてもかまわない）。  
・子どもの子ども（孫）が wave 間で考えられない変化を示している。  
 →決定：同上。  
・子どもの婚姻状態が「有配偶→未婚」と変化。  
 →決定：基本的に wave1 の有配偶情報（子どもの配偶者は家族か？  からの推定）は信用

しない。同一の子どもとみなせる場合には、 w1 を「配偶者はいない」に修正  
・子どものことを全体として無回答（他の wave では答えている）。  
 →決定：イベントへの回答で子どもの増減がない場合には、w1 と同じとみなして、人数・

性別・年齢（可能な場合は、同居、未婚、孫なし等の絶対的な情報）のみ w1 から補填す

る。  
・ w1 で義父母の生死が無回答だが、 w2 の情報で死亡がわかる場合が結構ある。ただ、選

択肢が、「結婚前に死亡」と「結婚後に死亡」に分かれているので無回答のままにするし

かない。  
 →決定：「 4 死亡（結婚の前か後かは不明）」のコードを追加する。  
・二世帯住宅は同居か別居か？  
 →決定：回答者の判断に任せる。ただし、各ダイアドの居住関係と世帯構成の間で整合

は取る（同居か別居のどちらかに合わせる）。どちらに合わせるかは、他の wave や世帯

収入のとらえ方などで個別検討。基本的な考え方はこのとおりでよいが、 wave5 まで繰

り返される可能性が高いので、 wave5 終了時にまじめに考える。それまでの間にとりあ

えず修正したり、無回答を埋めたりしてもかまわない（していなくてもかまわない）。  
・夫婦 2 人暮らし（または幼い子どもとの核家族）で世帯収入が無回答。  
 →決定：他の wave 等に根拠となる情報がある場合のみ穴埋めする。夫婦ともに収入の変

化がなければ、世帯収入も変化なし。微妙な変化の場合には世帯収入は、カテゴリーの

最低額（中心値ではない）を合計して考える。変化が大きい等の場合は、無回答のまま

とする。  
・「世帯全体」の収入を、本人・配偶者を除いた世帯員の収入と勘違いしているケース。  
 →決定：他の wave 等に根拠となる情報がある場合は、それを基に修正する。根拠がない

場合には、夫婦ともにカテゴリーの最低額で合計して世帯収入を修正する。  
・無収入の世帯は存在しても OK？  
 →決定：公的社会保障を除いている可能性が高いが、貯蓄を取り崩すこともできる。修

正を行わずに、分析者に任す。  
・仕事に変化がないのに、 wave によって従業上の地位がぶれている（自営と経営者等）。  
 →決定： wave5 までの回答が揃ってからいずれかに統一する。  

 

 また、wave5 の完了時には、これまで保留していた子どもの加齢の調整などにつ

いて、以下のように方針を定めて、分担クリーニング時点から通知した。  

 
・子ども年齢（出生年）の wave 間のずれ  
 【 edg122,  edg123,  edg124,  edg125,  edg126,  edg127】  
  ・子どもの年齢（出生年）が wave 間で合わないケースが多くある。  
  ・基本方針は、最小限の修正で年齢の矛盾を解消すること。  
  ・正しい生まれ年を推定して、年齢早見表を確認し、必要最小限の修正をする。  
  ・ wave1（生まれ年）を修正した方が修正が少ない場合は、 wave1 を修正する。  
  ・どちらともいえない場合は、 wave1 が正しいと考える。  
  ・一部の wave の年齢が無回答で前後の回答がある場合、無回答は蓋然性が高い年齢で

積極的に補填する。  
  ・ wave1 の年齢だけは実年齢ではなく、出生年からの計算値（誕生日が来ていない年

齢）であること注意。調査票では出生年しか尋ねていない。  
  ・一方、 wave2～ 5 は実年齢なので、同じ出生年でも 2 種類の年齢の可能性がある。  
  ・したがって、隣接 wave 間の年齢差は 0 歳になることや 2 歳差になることもある。  
  ・ wave 間で子どもが別人になっていないかには注意。 wave 間で連れ子を含めて回答

したり、しなかったりしているケースがけっこうある。基本的に一度でも存在が確

認できた連れ子はすべての wave で回答に含めるように修正する（大部分の質問には
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無回答になるが）。  
  ・wave5 問 25 でステップチャイルドの有無を尋ねているので、この回答も参考にする

（ただし、答えていない可能性もけっこう高い）。  
  ・なお、単純に判断できる程度の軽いずれは事前に一括で修正済みである。  
  （年齢修正の例）  

 wave1 wave2 wave3 wave4 wave5 
修正前  44 歳  

S39 生まれ  
45 歳  50 歳  47 歳  48 歳  

年 齢 早 見

表の数値  
44  45(46)  46(47)  47(48)  48(49)  

修正後  修正不要  修正不要  47 歳  修正不要  修正不要  
 

 wave1 wave2 wave3 wave4 wave5 
修正前  15 歳  

H5 生まれ  
15 歳  無回答  18 歳  21 歳  

年 齢 早 見

表の数値  
15  16(17)  17(18)  18(19)  19(20)  

修正後  修正不要  16 歳  17 歳  修正不要  20 歳  
 

 wave1 wave2 wave3 wave4 wave5 
修正前  31 歳  

S52 生まれ  
34 歳  35 歳  35 歳  37 歳  

年 齢 早 見

表の数値  
31  32(33)  33(34)  34(35)  35(36)  

修正後  32 歳  
S51 生まれ  

修正不要  修正不要  修正不要  修正不要  

 
・孫の構成の wave 間での矛盾  
 【 edj033,  edj038,  edj043,  edf033,  edf038,  edf043 等】  
  ・回答者の子どもの子ども（孫）の構成が wave 間で矛盾するケースがけっこうある

（例： w1 で 6～ 17 歳の孫がいたのに w2 で 0～ 5 歳の孫しかいないことになってい

る）。  
  ・孫の死亡や連れ子・養子などの可能性もあるが、ほとんどのケースは単なる誤答と

思われる。  
  ・基本方針は、最小限の修正で wave 間の矛盾を解消すること。  
  ・基本的に、「孫の年齢が高くなっているのを忘れている」「もう 1 人の孫の存在を忘

れている」等、記憶を「加算」するような解釈を優先させる。  
  ・孫は複数いる可能性があることを忘れないように。  
  ・どうにも判断できない場合、最終手段として孫の複数回答をワンセットで無回答に

（データ処理上の都合で、一部の選択肢のみ無回答とはしないことにする）。  
 
・仕事変化の回答の矛盾  
 【 edj063,  edj064,  edf063,  edf064,  ed5646,  ed5647,  ed4459,  ed4460 等】  
  ・従業上の地位を見ると仕事が変化しているが、1 年前からの仕事の変化を尋ねた質問

では「変化なし」と回答しているケースが多くある。  
  ・仕事の変化があったかどうかは基本的に主観とみなして、客観的事実に合わせた修

正はしないことにする。（今までに修正を行っていたケースも元に戻した）  
  ・そのため今回は点検のフラグも立てていない。  
  ・ただし、自営関係者の従業上の地位が、wave によって自営・家族従業・経営者の間

でぶれているケースについては、同じ仕事で回答の仕方がぶれている可能性が高い。

本人も「変化なし」と答えていれば基本的に同じ仕事とみなして、従業上の地位を

統一することにする（このパターンのみフラグを立てている。 ed j063 ,  ed j064 等）。 
  ・基本的に、より限定の強いカテゴリーに合わせることにする（経営者よりは自営を

優先、自営よりは家族従業を優先）。  
  ・同じ意味では、パートと派遣なども同じ仕事なのに回答がぶれている場合があるは

ずだが、仕事が変わった可能性も高く判断できないので、こちらは修正しない。  
  ・定年イベントがあったと回答しているのに仕事の変化がなかったと回答している場
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合も、基本的に回答者の主観優先で修正の必要はない。ただし、定年イベントの回

答が間違いであるケースも結構あるので（ずいぶん以前に定年したことを指して「去

年、定年をむかえた」に誤答しているようなケースなど）、点検のフラグは立ててい

る（ ed5646,  ed5647 等）。  
 
・子ども・親との同別居の矛盾（とくに二世帯住宅等の場合）  
 【 ed5653,  ed5654,  ed5702～ ed5709 等】  
  ・「世帯員」の回答と「各子ども・親との居住関係」の間で同別居の回答に矛盾がある

ケースがある（例：各子どもとの関係を尋ねた質問では 1 番目の子どもと同居して

いるのに、世帯員構成の中では子どもに○が付いていない）。  
  ・同居しているが生計を共にしていないといった場合ももちろんあるが、この調査票

ではいずれも単純な居住関係を尋ねているので、両者の回答は一致させる。  
  ・大部分は単純な○の付け忘れ等なので、ふつうに蓋然性の高いように対処する。  
  ・二世帯住宅等で居住関係があいまいな場合、同居と別居の判断が「 wave 間で」ぶれ

ていることがある。  
  ・二世帯住宅を同居とみなすか別居とみなすかは回答者の主観でよいが、同じ回答者

の中での回答は統一しなければならない（そうしないと居住関係が変化したように

見える）。  
  ・したがって、同一回答者の中でぶれがある場合には、基本的に多数決でどちらかに

合わせる（各子ども [親 ]との関係の回答、世帯員の回答の両方を含めた多数決）。  
  ・ wave5 問 25 で二世帯住宅かどうかを尋ねているので、この回答も参考にする。  
 
・父母の生死の矛盾（とくに生物学的父母と別に養父母がいる場合）  
 【 edj014,  edj015,  edj020,  edj021,  edj046,  edj047,  edj048,  edj049edg046,  edg047,  

edg048,  edg049 等】  
  ・前の wave ですでに死亡していたはずの親が後の wave で健在になっているケースが

ある。  
  ・大部分は無回答を補填する等の単純な判断ができる。  
  ・ただし、自分の父母と配偶者の父母の回答が入れ替わっているような場合もあるの

で注意。  
  ・一番ややこしいのは、生物学的父母とは別に育ての親（養父母）がおり、wave 間で

回答者がどちらを「親」として回答するかがぶれている場合。  
  ・どちらを「親」とみなすかは、回答者の主観でよいが、同じ回答者の中での回答は

統一しなければならない（そうしないと、親が生き返ったりしてしまう）。  
  ・同一回答者の中でぶれがある場合には、親についての情報が多い wave1、 wave5 で

の回答に合わせる。wave1 と 5 の間ではどちらかといえば wave1 が優先だが、回答

内容にもよる。たとえば、w1 だけ別人で w2～ 5 までは一貫している場合は、そちら

を優先させた方がよい。  
  ・wave5 問 25 で養父母の有無を尋ねているので、この回答も参考にする（ただし、答

えていない可能性もけっこう高い）。  
 
・父母の年齢（出生年）の wave 間のずれ  
 【 edg118,  edg119】  
  ・父母の年齢（出生年）が wave1 と wave5 で合わないケースが多くある。  
  ・基本方針は、子どもの年齢と同じ。  
  ・父母の年齢（出生年）の質問方法はややこしく、 wave1 では出生年と年齢を両方尋

ねている。 wave5 では年齢のみを尋ねている。  
  ・ただし、 w1 の年齢は出生年の回答がある場合、 2008 年 12 月 31 日現在の計算値に

置き換えられている。出生年のみ回答があり年齢が無回答の場合も計算値で年齢が

補填されている（出生年と年齢が 1 対 1 に対応する）。一方、出生年の回答がなく年

齢のみ回答している場合には、出生年は無回答のまま年齢の回答が生きている。  
  ・したがって、出生年の回答がある場合、 w1 と w5 との年齢差は 4 or  5 歳。出生年の

回答がない場合、 w1 の年齢は実年齢なので w5 との年齢差は 3～ 5 歳の範囲であり

える。  
  ・上記の範囲から外れる場合に点検のフラグが立っている。  
  ・基本的に w1 の出生年・年齢を信じて年齢早見表を確認し、 wave5 の年齢を修正す

る。  
  ・ w1 と w5 の年齢差は標準的には 4 歳差であって、 5 歳差ではないので注意。  
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  ・修正は最小の修正幅になるようにする。たとえば、 1 歳ずらしても 2 歳ずらしても

OK の場合は 1 歳だけずらす。  
  ・一方の年齢が無回答の場合には、 4 歳ずらした出生年・年齢で他方を補填する。  
  ・ただし、同一人物を親として回答しているかは注意しなければならない。  
   （ wave 間で生物学的父母と養父母が入り混じっているような場合もある）  
  ・なお、単純に判断できる程度の軽いずれは事前に一括で修正済みである。  
 
・義父母の年齢（出生年）の wave 間のずれ  
 【 edg120,  edg121】  
  ・義父母の年齢（出生年）が wave1 と wave5 で合わないケースが多くある。  
  ・基本方針は、最小限の修正で年齢の矛盾を解消すること。  
  ・義父母の年齢（出生年）は、 wave1 では出生年のみ尋ねており、 wave5 では年齢の

みを尋ねている。  
  ・ w1 の年齢は出生年からの計算値で、 2008 年 12 月 31 日現在の年齢（出生年と年齢

が 1 対 1 に対応する）。  
  ・したがって、 w1 と w5 との年齢差は 4 or  5 歳。この範囲から外れる場合に点検のフ

ラグが立っている。  
  ・基本的に w1 の出生年・年齢を信じて年齢早見表を確認し、 wave5 の年齢を修正す

る。  
  ・ w1 と w5 の年齢差は標準的には 4 歳差であって、 5 歳差ではないので注意。  
  ・修正は最小の修正幅になるようにする。たとえば、 1 歳ずらしても 2 歳ずらしても

OK の場合は 1 歳だけずらす。  
  ・一方の年齢が無回答の場合には、 4 歳ずらした出生年・年齢で他方を補填する。  
  ・ただし、同一人物を親として回答しているかは注意しなければならない。  
  ・なお、単純に判断できる程度の軽いずれは事前に一括で修正済みである。  
 
・きょうだいの人数構成の wave 間の違い  
 【 edg117,  edg108～ 115】  
  ・ wave1 と wave5 で健在のきょうだいの人数が合わないケースが相当数ある。  
  ・調査期間中にきょうだいが死亡している可能性も（とくに高齢者の場合）それなり

にあるが、回答間違いのケースの方が圧倒的に多い様子である。  
  ・w1 では兄・姉・弟・妹のそれぞれの人数（健在の人数と死亡の人数）を尋ねている。

健在のきょうだい人数の合計は、それらの回答をもとにした計算値。一方、w5 では

健在のきょうだいの合計数だけを直接尋ねている  
  ・ w5 では「回答者自身を含めて」きょうだい数を答えているミスが相当数ある。その

場合、適切なきょうだい数（たいていの場合、少ない方が正しい）を推定して、回

答を修正する。  
  ・ w1 で「健在」の兄弟姉妹数を回答すべきところで、誤って「健在＋死亡」の兄弟姉

妹数を答えているケースも比較的多そう（例：本来は、もともと兄が 3 人いて、健

在が 2 人、死亡が 1 人なのだが、w1 では誤って健在の兄 3 人、死亡の兄 1 人と回答

してしまっている）。  
  ・基本的に蓋然性のもっとも高いきょうだい数・構成を推定して、両 wave をそれに併

せて修正する。迷う場合には修正の量が少なくなるように判断する。  
  ・きょうだい情報の無回答について他 wave から蓋然性の高い推定ができる場合には、

積極的に補填する。  
  ・調査期間中のきょうだいの死亡を見分けるために、イベントの「その他の親族の死

亡」も参照できるが、そう当てにはならない。  
  ・きょうだいが死亡した結果、 w1 と w5 で「○番目のきょうだい」がずれることはあ

るが、それはそのままで OK。（備考にその旨を記入してください。データの処理方

法は実行委員会で検討します）  
 
・きょうだいの年齢（出生年）の wave 間のずれ  
 【 edg117,  edg108～ 115】  
  ・ wave1 と wave5 で各きょうだいの年齢（出生年）が合わないケースが相当数ある。 
  ・w1 も w5 も調査票では出生年のみを尋ねている。年齢は出生年からの計算値で、w1

は 2008 年 12 月 31 日現在の年齢、 w5 は 2012 年 12 月 31 日現在の年齢（出生年と

年齢が 1 対 1 に対応する）。  
  ・したがって、 w1 と w5 の出生年は必ず一致し、年齢差は必ず 4 歳。  
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  ・基本的に、 w1 の出生年を優先させて年齢早見表を確認し、 w5 の出生年・年齢を修

正。  
  ・一方の wave だけが無回答の場合、他方の情報から無回答を補填する。  
  ・ただし、同一人物について回答していそうかは判断しなければならない。  
  ・とくにきょうだい数が違う場合や、性別が食い違う場合は慎重に判断。  
  ・きょうだいが死亡した結果、 w1 と w5 で「○番目のきょうだい」がずれることはあ

るが、それはそのままで OK。（備考にその旨を記入してください。データの処理方

法は実行委員会で検討します）  

 

1.4 クリーニング手続きに関する一般的考察  

 NFRJ-08Panel は、一般的に見てかなり複雑なデータクリーニングが要求される

部類の調査と思われる。家族調査は、ステップファミリーの捉え方や家族概念の多

様性のため、ただでさえ思い通りに回答が得られないことに加えて、この調査はパ

ネル調査であり、かつ 3 人目までの子どもとの関係等を並行して尋ねるダイアド集

積型の調査である。そのため、当初からクリーニングの方法についてかなり検討を

行い、慎重に手続きを進めてきた。その過程で得られた教訓は、他の調査研究プロ

ジェクトのデータクリーニングについて考える際にもある程度参考になるだろう。

いくつか一般的な指摘を残しておきたい。  

 第 1 に、データクリーニングの負担を小さくするためには、やはり最初の調査票

設計がもっとも大切と感じられる。重複する情報を調査票の 2 か所以上で尋ねるこ

とは、自動的にクリーニングの点検個所を増やすことを意味する。それほど重要で

ない情報について、重複して尋ねることは極力避けるべきである。逆に、それが非

常に重要な情報であるならば、重複した質問はクリーニングによってデータの質を

高める機会につながる。重複をあえて狙うのか、それとも避けるのか、明確に意識

して調査票を設計すべきである。  

 第 2 に、複雑な調査ほど Fellegi  and Holt の原則に従う価値が高い。この原則に

従うには、事前に edit ルールをプログラミングする必要があるし、ケースごとに修

正を検討しなければならない。総合的に見れば、クリーニングの負担が軽くなると

は限らない。しかし、このデータについてケースごとの修正を採用しなければ、お

そらくある箇所での修正が別の箇所での矛盾を引き起こすという泥沼から抜け出す

ことができなくなっていたことだろう。実際、分担作業によるクリーニングで再修

正が必要になるケースの大部分は、ある修正が別の項目の修正を伴うことを見落と

しているパターンであった。複雑な調査ほどこのようなミスの危険性が高い。修正

後のデータにも繰り返し矛盾がないかチェックができ、ケースごとに作業が完了し

ていく方式は、少なくとも NFRJ-08Panel の複雑なデータには有効であった。  

 第 3 に、ケースごとのクリーニングには、いくつか副次的効果がある。ケースご

とに作業が完了していくので、分担作業が行いやすく、進行度合いの把握などの管

理が行いやすい。また、作業の中でケースごとの様子がよくわかるので、回答者と

の擬似的な接触感覚が得られる。この経験は、少なからず研究対象への理解を深め

るために役立つだろう。  

 第 4 に、絶対的な矛盾とはいえないパターンについても、誤答の疑いが高いパタ
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ーンや他の情報から無回答の補填ができるパターンについては、edit ルールを作成

し点検に加えることが有効である。今回のクリーニングでは、そのような疑わしい

箇所についてもある程度点検を行い、修正を加えることができた。とくに相当な数

の無回答を補填することができた点は大きい。データクリーニングの目的は、形式

的に矛盾をなくすことではなく、データの質を高めることであるから、ケースごと

に修正の可否を判断できる特性を生かして、edit ルールは広めに作成すべきである。 

 作業の効率や分担者の負担、 edit ルールのプログラミングの煩雑さ、クリーニン

グ結果の提示方法など、課題は残るものの、NFRJ-08Panel のクリーニング事例は、

複雑さが増す社会調査のクリーニングについて議論を進めるための貴重な材料を提

供していると思える。  

 

［注］  

 1) ただし、wave2 以降のデータによって wave1 の内容を修正した方がよいと判

断した場合には手を加えている。パネルデータによって得られた情報を元にし

た修正は、wave1 の元になっている NFRJ08 のデータには反映させていない（パ

ネルに参加したサンプルとそうでないサンプルでクリーニングが一貫しなくな

るため）。そのため、同じ ID ケースであっても NFRJ08 データと NFRJ-08Panel

の wave1 データの間にはいくらかの違いがある。  

 

［文献］  

Fellegi ,  I .P. ,  and D. Holt,  1976, “A Systematic Approach to Automatic Edit and 

Imputation,” Journal of  the American Statistical  Association, 71:  17-35.  

保田時男、 2010、「調査データのクリーニング方法に関する提言： Fellegi-Holt の

原則に立ち返る」第 49 回数理社会学会大会ポスター報告．  

保田時男、2011、「 NFRJ-08Panel における調査票の設計 :  研究課題とクリーニング

を視野に」『家族社会学研究』 23(1):  89-95．  

保田時男、2012、「パネルデータの収集と管理をめぐる方法論的な課題」『理論と方

法』 27(1):  85-98．  
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2. 研究成果一覧  

 

論文 

西野理子、 2009、 NFRJ レポート「 <NFRJ の確立 > にむけて (2) :  家族パネル調査

という新たな試み」『家族社会学研究』 21-1 

保田時男、 2011、 NFRJ レポート「 NFRJ-08Panel の調査票設計 :  研究課題とクリ

ーニングを視野に」『家族社会学研究』 23-1 

筒井淳也、2011、NFRJ レポート「パネルデータの基礎的分析方法 :  NFRJ-08Panel 

の有効活用に向けて」『家族社会学研究』 23-1 

水落正明、 2011、 NFRJ レポート「パネルデータを使った分析例」『家族社会学研

究』 23-1 

三輪  哲、 2012、 NFRJ レポート「 NFRJ-08Panel における脱落とデータ調整」『家

族社会学研究』 24-1 

内田哲郎、 2012、 NFRJ レポート「 NFRJ-08Panel にみる有配偶男性の家事実施度

の変化」『家族社会学研究』 24-1 

田中慶子、2013、NFRJ レポート「 NFRJ-08Panel で何ができるのか―国内パネル

調査の概観と今後の展開」『家族社会学研究』 25-2 

菅澤貴之、 2013、NFRJ レポート「 NFRJ-08Panel 第 5 波調査票の特徴」『家族社

会学研究』 25-2 

 

学会報告 

日本家族社会学会第 22 回大会（ 2012 年お茶の水女子大学）テーマセッション  

保田時男、「 NFRJ-08Panel の特徴とその可能性」  

竹内麻貴、「定年退職と家事分担」  

苫米地なつ帆、三輪  哲、「親の子どもに対するかかわり方の経時的変化と規定要因」  

余田翔平、「女性の就業とディストレス」  

 

日本家族社会学会第 23 回大会（ 2013 年静岡大学）自由報告  

水落正明、「高年齢者の精神的健康に関するパネル分析」  
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3. 研究会活動記録  

 

2009 年 9 月 日本家族社会学会においてメンバー募集  

 

2009 年 12 月 12 日 (土 )  第 1 回研究会  (家計経済研究所で開催 )  

１． メンバー紹介  

２． 研究会組織の概要説明  

３． 対象者の属性、ならびにスケジュールの説明  

４． wave2 郵送調査票の検討  

 

2010 年 3 月 16 日 (火 )  第 2 回研究会  (日本女子大学で開催 )  

日本の主要なパネル調査について、各機関の担当者からの報告  

１． 家計経済研究所パネル：  田中慶子  

２． お茶の水女子大学パネル：  水落正明  

３． JGSS ライフコース：  菅澤貴之  

４． 東京大学社会科学研究所パネル：  田辺俊介  

 

2010 年 9 月 13 日 (月 )  第 3 回研究会  (成城大学で開催 )  

  パネル・データのあつかいかたと分析方法についての講義  

 

2011 年 9 月 9 日 (金 )  第 4 回研究会  (立命館大学で開催 )  

  wave1, wave2 データによる分析結果の報告  

１． 水落正明（三重大学）「パネル調査・分析事例の紹介」(NFRJ レポート『家

族社会学研究』 23(1),  2011 参照 )  

２． 松永愛子（岡崎女子短期大学）「子育て世代の特徴」  

３． 内田哲郎（くらしのつくり方研究所）「 WFC の変化」  

４． 保 田 時 男 （ 大 阪 商 業 大 学 ）「 世 代 間 援 助 の 時 点 間 変 化 と そ の 要 因 :  

NFRJ-08Panel wave1-2 の分析」  

５． 筒井淳也（立命館大学）「 NFRJ-08Panel データを用いた夫婦関係満足度の

分析」 (NFRJ レポート『家族社会学研究』 23(1),  2011 参照 )  

６． 議論と総括  

 

2012 年 2 月 5 日 (日 )  第 5 回研究会  (東洋大学で開催 )   

wave1 –  wave3 データによる分析結果の報告  

１． 余田翔平（東北大学・院生）「婚姻関係・ディストレス・ジェンダーに関

する試論」  

２． 竹内麻貴（立命館大学・院生）「定年退職が家事分担に与える影響」  

３． 苫米地なつ帆（東北大学・院生）「母親の子どもに対するかかわり方の経

231



時的変化」  

４． 李秀眞（弘前大学）  「子ども費用（金銭的・非金銭的費用）と母親の就業

選択」  

５． 西野理子（東洋大学）  「夫婦間関係の時間に伴う変化」  

 

2012 年 8 月 7 日 (日 )  第 6 回研究会  (東洋大学で開催 )   

wave1 –  wave3 データによる分析結果の報告  

１． 保田時男（関西大学 )「『 NFRJ-08Panel の特徴とその可能性』の示し方を

考える」  

２． 余田翔平（東北大学・院生）「女性の就業とディストレス」  

３． 竹内麻貴（立命館大学・院生）「定年退職と家事分担」  

４． 苫米地なつ帆（東北大学・院生）「母親の子どもに対する関わり方の経時的

変化」  

５． 水落正明（三重大学）「高年齢者の精神的健康に関するパネル分析」  

 

2013 年 3 月 10 日 (日 )  第 7 回研究会  (東洋大学で開催 )   

wave1 –  wave4 データによる分析結果の報告  

１． 多賀太（関西大学 )「性別役割分業意識の変容とライフイベント」  

２． 竹内麻貴（立命館大学・院生）「家事分担のパネル分析」  

３． 筒井淳也（立命館大学）「結婚満足度の U 字型推移仮説の検証：既婚者の

厚生に関するパネル分析」  

４． 永井暁子（日本女子大学）「退職と夫婦関係の変化」  

 

2013 年 8 月 23 日 (金 )  第 8 回研究会  (南山大学で開催 )   

wave1 –  wave4 データによる分析結果の報告  

１． 苫米地なつ帆（東北大学・院生）「子供の誕生による生活満足度・負担感の

変化―育児・家事参加を中心に―」  

２． 乾順子（京都大学）「女性就業の継時的変化」  

 

2014 年 2 月 28 日 (金 )  第 9 回研究会  (東洋大学で開催 )   

wave1 –  wave5 データによる分析結果の報告  

１． 金貞任（東京福祉大学）「子ども（既婚子）の親へのサポート規範の変化に

関する研究」  

２． 鈴木富美子（明治大学）「夫婦関係と共同性」  

３． 西野勇人（立命館大学・院生）「家族介護と介護者の就労調整」  

４． 筒井淳也（立命館大学）「高齢者の主観的健康状態に対する配偶状態の影響」 

５． 三輪哲（東北大学）「 NFRJ-08Panel における脱落とデータ調整」  
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4. 調査票（ wave1～ wave5）  

                                                      
（ 1）第 2 波から第 5 波では、各年度の調査で無配偶者の結婚が判明した場合には、

調査終了後に、新婚票を送付し、結婚や配偶者に関する情報を別途収集してい

る。  

（ 2）短期間で変化が生じる可能性は低いとの判断から、第 2 波から第 4 波では

きょうだい項目は設定されなかった（保田  2011： 90）。  

［文献］ 

保田時男、2011、「 NFRJ-08Panel における調査票の設計─研究課題とクリーニング

を視野に」『家族社会学研究』 23(1)： 89-95.  

調  査  票  一  覧  

 調査票タイトル  種別  本書所収頁  

wave１  第３回家族についての全国調査  若年者票  235－ 240 

 第３回家族についての全国調査  壮年者票  241－ 246 

 第３回家族についての全国調査  高年者票  247－ 251 

wave２  家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 22 年１月 ) 

有配偶票  252－ 254 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 22 年１月 ) 

無配偶票  255－ 257 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 22 年３月 ) 

新婚票  258－ 259 

wave３  家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 23 年１月 ) 

有配偶票  260－ 262 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 23 年１月 ) 

無配偶票  263－ 265 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 23 年３月 ) 

新婚票  266－ 267 

wave４  家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 24 年１月 ) 

有配偶票  268－ 270 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 24 年１月 ) 

無配偶票  271－ 273 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 24 年３月 ) 

新婚票  274－ 275 

wave５  家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 25 年２月 ) 

 276－ 280 

 家族についての全国調査フォローアップ  

(平成 25 年４月 ) 

新婚票  281 
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